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蒲江地区で道守 の意見交換会を実施！！
※「道」を舞台に、あるいはテーマに様々な活動を行っている
人々を「道守」と名付け、その行動を「道守活動」という。
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　平成２５年５月１０日（金）、蒲江地区公民館において蒲江地区で

活躍する道守団体の「蒲江道づくりを考える女性の会」の皆様と佐伯

市及び当事務所が参加し、道守の意見交換会を実施しました。本会で

は、東九州自動車道「蒲江IC～北浦IC」の部分開通に伴う効果や課題

の他、今後、全線開通した際に単なる通過点とならないために魅力あ

る地域作りにシーニックバイウェイを活用していくなど、活発な意見

交換が行われました。

　当事務所では、今後も引き続き管内道守の皆様の支援や定期的な情

報交換、連携を行ない、よりよい道路環境の創出に努めていきたいと

思います。

※

▲会議の状況


